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   武蔵野市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

 

 武蔵野市教育委員会事務局処務規程（昭和31年10月武蔵野市教育委員会訓

令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。 

 

改正前  

（係等の設置） 

第２条 武蔵野市教育委員会部課に関する規則（平成元年４月武

蔵野市教育委員会規則第５号）第２条第１項に規定する課に次

の係を置く。 

課 係  

教育企画課から教育支援課まで （略） 

生涯学習スポーツ課 生涯学習係  スポーツ振興係  市民会

館 武蔵野ふるさと歴史館係 

 

（事務分掌） 

第３条 課及び係（係相当の担当を含む。以下同じ。）の事務分

掌は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要と認めると

きは、他の課若しくは係に属する事務を兼ねさせ、又は分掌以

外の事務を処理させることができる。 

課 係 分掌事務 

教育企画課から教育支援課まで （略） 

生涯学習ス

ポーツ課 

生涯学習係から市民会館まで （略） 

武蔵野ふる

さと歴史館

係 

(1)から (9)まで （略） 

 

（課長等の職） 

第６条 （略） 

２  教育企画 課に学校 施設担 当 課長 及 び 学校 施設計画 担 当課長

を、教育支援課に教育相談支援担当課長を、生涯学習スポーツ

課にスポーツ推進担当課長及び武蔵野ふるさと歴史館担当課長

を置く。 
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改正後 説明 

（係等の設置） 

第２条 武蔵野市教育委員会部課に関する規則（平成元年４月武

蔵野市教育委員会規則第５号）第２条第１項に規定する課に次

の係を置く。 

課 係  

教育企画課から教育支援課まで （略） 

生涯学習スポーツ課 生涯学習係  スポーツ振興係  市民会

館 武蔵野ふるさと歴史館 

 

（事務分掌） 

第３条 課及び係（係相当の担当を含む。以下同じ。）の事務分

掌は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要と認めると

きは、他の課若しくは係に属する事務を兼ねさせ、又は分掌以

外の事務を処理させることができる。 

課 係 分掌事務 

教育企画課から教育支援課まで （略） 

生涯学習ス

ポーツ課 

生涯学習係から市民会館まで （略） 

武蔵野ふる

さと歴史館 

(1)から (9)まで （略） 

 

 

 

（課長等の職） 

第６条 （略） 

２  教育企画 課に学校 施設担 当 課長 及 び 学校 施設計画 担 当課長

を、教育支援課に教育相談支援担当課長を、生涯学習スポーツ

課にスポーツ推進担当課長及び歴史文化財担当課長を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 
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３及び４ （略） 

   付 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から適用する。 
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３及び４ （略） 
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